にほんごカフェからふる規約　（会則）
◆団体の名称
　　この会は、「にほんごカフェからふる」と称す。
◆団体の目的
　　この会は、広島市内在住の外国にルーツを持つ方々に、広島に住んで良かったと
　　思ってもらえるように、日本語学習サポート・暮らしの困りごと相談・地域の方々との
交流、居場所づくりのサポートを行うとともに、これからの多様な共生社会へ向けて
の市民同士の支え合いグループ作り・地域活性を目的とする。
◆活動内容
　　この会は、前項の目的を達成するために、次のような行動を行う。
1． 毎週火曜日に、にほんごカフェからふるをオープンし、日本語学習・交流・暮ら
し相談を実施。
2． ２～３か月に一度、日本文化体験や交流イベントを開催。
3． 必要に応じて、在住外国人サポート団体や通訳ボランティアなどの、各種専門
団体にもワンストップ相談窓口としてつなげる。
◆会員の入退会について
　　本会の入退会は自由とする。
◆会計
　　この会の経費は、寄付をもって充てる。
◆役員
　　・  代表
· 副代表
· 会計
· その他、必要に応じて役員をおくことができる。
◆組織
　　本会の目的に賛同し、会の運営に協力する意思がある者で構成する。
◆付則
　　この規約は、令和３年３月１日から施行する。
